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６時０８分に野村ダムから１７５０トンの連絡があったことについて
〈発言内容〉

パニックというか想像つかんかったですね。「それだけのものを流
すということで大変になるな。」ということは思いましたけれども。

今考えれば、「『野村ダムから１７００トンくらいが放流される、危
ないから逃げろ。』とかいうことが言えたのかもしれないな。」とい
う気はします。やっぱそういうことはしないといけないんだな、と思
いますけれども、当時は、冷静にならんといけんのでしょうけど、
ちょっと混乱していたと思います。」

〈解説〉

大変な結果になると思った。今考えれば、「１７００トンくらいが放
流される。危ないから逃げろ」と言えたし、しないといけなかった。
混乱して、冷静に対応できなかったので、住民へ伝えることがで
きなかった。

西予市長の発言 ２０２０年４月



西予市長のコメント（動画）



平成17年11月18日の会議資料

平成１６年と平成１７年の合計４つの台風
大きな被害を受けて、対策について検討した会議

起こった水害について、新旧操作規則の比較をしている。
平成１６年２３号台風と平成１７年１４号台風について検討

①新規則は大規模洪水には効果が少ない

②旧操作規則でも、水害は防げなかった

結論 だから、鹿野川ダム改造と山鳥坂ダム
建設が必要

しかし、１６年１６号台風を資料から省いている。

１６年１６号台風は 浸水家屋９２１戸

コンビニの天井まで 過去４０年間で最大



どうして、平成１６年１６号台風について資料を提出していないのか

平成１６年１６号台風についても、最大の水害だから、新旧操作規
則の比較をしたはず

平成１６年１６号台風について、旧規則を適用したらどうなるのか

平成１６年１６号台風の被害者で作られた「水害を考える会」が、
平成１７年に京都大学土木工学関係のグループに水害について
調査依頼

そこで、宇民和歌山大学教授らが分析

→旧規則であれば、毎秒1２00トン以内に抑えられて、水害が起こ
らなかった
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旧規則であれば、４０年間の最大の水害が生じなかっ
たことを、明らかにしたくなかった。

明らかにすれば、当然、平成８年に操作規則を変更した
責任が生じる。操作規則を元に戻してほしいと言われる。

それでは困るから、平成１６年１６号台風の旧規則の
シュミレーションを伏せた。新規則では大規模洪水に対
応できず、大きな被害が起こることを隠した。

ダム改造と山鳥坂ダム建設に向かわせたいから



もう１つの不可解

平成１６年１６号台風は、中規模洪水ではないか

当時の資料１９３１㎥/ｓ 検証では ２００８㎥/ｓ

中規模洪水にも対応できないことが判明する。

ますます、ダム側の説明の誤りが明らかになる。





平成１６年災害対策緊急アクションプランを提言
平成１７年事前放流実施の通達

一般のダムにおいては大規模洪水対応の操作規則

それでも不十分だと国土交通省本省河川部は認識

四国地方整備局は、本省が、大規模洪水対策に力を入
れていることが分かったはず

大規模洪水に対応できない操作規則をそのままにして
おいてはいけない。

→ 操作規則を見直す動きになるはずなのに・・ 逆方
向

国土交通省本省の平成１６年豪雨対策







事前放流は、洪水調節を実施する前に利水容量の一部を放
流することで、その容量を洪水調節容量に転用するものである。

洪水が起こる前に利水の水を放流する

洪水が起こるのがわかっているから利水側の理解は容易

本件水害の場合には、電話一本で了解

京都大学グループの資料では、事前放流を組み入れていない。

事前放流を加えれば、旧規則であれば、余裕をもって水害を
防げた。

事前放流とは



アクションプラン



四国地方整備局は、平成１７年の会議で、平成８年の操作規
則の変更で多大な被害を与えてしまったことを詫びて、

「操作規則を大規模洪水にも対応できるように是正すること、こ
れと併せて、事前放流を十分に行って、二度と水害が起こらな
いようにすること」を報告すべきであった。

しかし、ダム改造と山鳥坂ダム建設に向かわせたいから、それ

をせず、本件水害を生じさせた。

四国地方整備局は本来であれば
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